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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成２６年１１月１４日 午前１０時３４分～午前１０時４４分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人）

   委 員 長  永 山 伸 一 

   副委員長  中 島 由美子 

   委  員  上 野 一 誠 

   委  員  橋 口 博 文 

   委  員  福 田 俊一郎 

   委  員  森 永 靖 子 

   委  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 

   課 長 代 理  南   輝 雄 

   主幹兼議事グループ長  瀬戸口 健 一 

   主 幹  久 米 道 秋 

   議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

 １ 委員長の互選 

 ２ 副委員長の互選 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○年長委員（橋口博文）年長の私が委員長が互

選されるまで、委員長の職務を行います。 

 ただいまから市民福祉委員会を開会いたします。 

────────────── 

   △委員長の互選 

○年長委員（橋口博文）これより、委員長の互

選を行います。 

 互選の方法は、指名推選又は投票となりますが、

いずれの方法によるかお諮りいたします。 

[「投票で」という者あり] 

○年長委員（橋口博文）ただいま投票の声があ

りますので、委員長互選の方法は、投票により行

います。この投票は、会議規則第９４条及び第

９５条の規定に基づき行いますが、委員会室の閉

鎖については省略します。 

 ただいま、出席委員数は私まで含めて７名です。

投票用紙を配付いたします。 

[投票用紙の配付] 

○年長委員（橋口博文）投票用紙の配付漏れは

ありませんか。 

[「なし」という者あり] 

○年長委員（橋口博文）配付漏れはないと認め

ます。投票箱を点検いたします。 

[投票箱の点検] 

○年長委員（橋口博文）異常ないと認めます。 

ここで念のため申し上げます。投票は単記無記

名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載

の上、投票を願います。 

 なお、この投票には委員長の職務を行っている

者にも投票権がありますので、申し添えます。 

[投票] 

○年長委員（橋口博文）投票漏れはありません

か。 

[「なし」という者あり] 

○年長委員（橋口博文）投票漏れはないと認め

ます。開票を行います。開票立会人に、森満委員、

中島委員を指名します。 

[開票] 

○年長委員（橋口博文）開票の結果を報告しま

す。投票総数７票、有効投票７票、無効投票０票

であります。有効投票中、永山委員７票、以上の

とおりであります。この選挙の法定得票数は２票

です。 

よって、永山委員が委員長に当選されました。

永山委員に当選の旨を告知します。 

 それでは、委員長の互選が終了しましたので、

委員長の職務を終わらせていただきます。御協力

ありがとうございました。（拍手） 

 ここで、委員長より就任の御挨拶があります。

委員長は、委員長席にお着き願います。 

［永山伸一委員長、委員長席に着席］ 

○委員長（永山伸一）皆さん、おはようござい

ます。ただいま市民福祉委員会の委員長として、

指名を受けさせていただくことになりました。職

責の重さをここに痛感しているところであります。

市民福祉委員会につきましては、２年間所属して

おりましたので、その延長として、一生懸命、努

力していきたいと思っております。市民福祉は、

事業的には法定受託がほとんどの部分で、国政に

大きく左右される部分。自治体としては非常につ

らい部分もあるんですが。感じているんですが。

皆さん方と一緒になって、介護の関係で出ている

いろんなところの問題やら、課題が山積しており

ますので。我々議会としての職責をしっかりと、

皆さんと協力しながら、果たしていければなと思

っております。どうか一つよろしくお願いします。

（拍手） 

────────────── 

   △副委員長の互選 

○委員長（永山伸一）それでは次に、副委員長

の互選を行います。 

互選の方法は、指名推選又は投票となりますが、

いずれの方法によるか、お諮りいたします。 

[「指名推選」という者あり] 

○委員長（永山伸一）ただいま指名推選の声が

ありますので、ここでお諮りします。副委員長互

選の方法は、指名推選によることで、御異議ござ

いませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。よ

って、副委員長互選の方法は、指名推選によるこ

とと決定いたしました。 

 それでは、どなたか指名推選をお願いいたしま

す。 

○委員（橋口博文）中島委員を副委員長に推選

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま橋口委員より中

島委員の推選がありましたが、この指名推選のと

おり中島委員を副委員長互選の当選人と定めるこ
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とに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

よって、中島委員が副委員長に当選されました。 

 中島委員に当選の旨を告知します。 

 それでは、副委員長は、副委員長席にお着きく

ださい。 

［中島由美子副委員長、副委員長席に着席］ 

○委員長（永山伸一）副委員長就任の御挨拶を

お願いします。 

○副委員長（中島由美子）市民福祉委員会は、

前期もそうだったんですけど。やっぱり、いろい

ろさっきも言われたとおりなんですが、一番大事

な福祉の関係とかあって、また頑張ってみようと

思いました。永山委員長とは何回かのお付き合い

なんですけど、しっかりと助けられるように頑張

ります。（拍手） 

○委員長（永山伸一）以上で、副委員長の互選

を終わります。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（永山伸一）以上で、市民福祉委員会

を閉会します。委員の皆さん、御協力ありがとう

ございました。 
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   薩摩川内市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 
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